
JP 6263738 B2 2018.1.24

10

20

(57)【特許請求の範囲】
【請求項１】
被計測流体を気密に収容する装置本体と、
前記装置本体への被計測流体の入口パイプと、
前記装置本体からの被計測流体の出口パイプと、
前記出口パイプに接続される接続パイプと、流出口側が前記接続パイプに接続され、内部
を流れる被計測流体の流量を演算する超音波式流量計測ユニットと、
流出口側が前記接続パイプに接続され、前記超音波式流量計測ユニットと流路形状が同一
形状の流路部材とを備え、
前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材とを流入口側で連結する支持部材を設け、
前記支持部材を前記装置本体によって支持したことを特徴とするガス流量計。
【請求項２】
前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材は、前記接続パイプに対して縦方向に配置
したことを特徴とする請求項１記載のガス流量計。
【請求項３】
前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材は、前記接続パイプに対して横方向に配置
したことを特徴とする請求項１記載のガス流量計。
【請求項４】
少なくとも１つの前記超音波式流量計測ユニットと、複数個の前記流路部材を設け、前記
超音波式流量計測ユニットと前記流路部材は、前記接続パイプに対して縦方向と横方向に
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配置されたことを特徴とする請求項１記載のガス流量計。
【請求項５】
前記接続パイプの下面に、流入口側を下方に向けて前記超音波式流量計測ユニットと前記
流路部材を接続したことを特徴とする請求項１のガス流量計。
【請求項６】
前記流路部材として、超音波式流量計測ユニットを用いることを特徴とする請求項１のガ
ス流量計。
【請求項７】
前記装置本体を上ケースと下ケースで構成し、前記支持部材を前記上ケースと前記下ケー
スの当接部に形成した保持部により支持することを特徴とする請求項１から６のいずれか
１項に記載のガス流量計。
 
【発明の詳細な説明】
【技術分野】
【０００１】
　本発明は、超音波を伝播させてガスの流量を計測するガス流量計に関するものである。
【背景技術】
【０００２】
　ガス流量計は、例えば、超音波の伝播時間、または伝播速度がガス（流体）の流速に応
じて変化することを利用して、流路途中に備えた計測管内を流れるガスに超音波を伝播さ
せてガスの流量を計測する。
【０００３】
　図３３に従来のガス流量計を示す。装置本体８１は、金属をプレス加工して形成した上
ケース８２と下ケース８３から構成される。上ケース８２には、入口パイプ８４と、出口
パイプ８５が配置されており、入口パイプ８４は、遮断弁８６を介して装置本体１の内部
で開口している。出口パイプ８５には、Ｌ字状の接続パイプ８７を介して超音波式流量計
測ユニット８８が接続される。
【先行技術文献】
【特許文献】
【０００４】
【特許文献１】特開２０１２－１６３５１８号公報
【発明の概要】
【発明が解決しようとする課題】
【０００５】
　しかしながら、前記従来の構成では、出口パイプ８５が超音波式流量計測ユニット８８
を片持ち状に支持する構成であるため、不安定となる。特に、出口パイプ８５が超音波式
流量計測ユニット８８をほぼ水平に支持する構成のため、出口パイプ８５に対するモーメ
ントが大きくなり、より不安定となり、容易に超音波式流量計測ユニット８８が揺れ、揺
れにより安定した流量計測ができない問題がある。
【０００６】
　この問題を解決するために、接続パイプ８７および超音波式流量計測ユニット８８を装
置本体８１にネジ固定することが考えられる。この構成においては、装置本体８１は、金
属をプレス加工により形成したものであり、ネジが装置本体８１を貫通するため、ネジと
装置本体８１の孔周縁との間からのガス漏れを防止するために、シール材が設けられる。
【０００７】
　しかしながら、シール材は、ガスメータの耐用年数に比較して耐久性が悪く、シール材
が剥がれた場合には、ネジと装置本体８１の孔周縁との隙間からガス漏れが発生する問題
がある。
【０００８】
　特に、業務用ガスメータにおいては、大流量のガスを流す必要があるため、接続パイプ
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に超音波式流量計測ユニットと、超音波式流量計測ユニットと同一流路構成の流路部を接
続しており、超音波式流量計測ユニットの支持がより不安定となり、安定した流量計測が
できない問題がある。
【０００９】
　本願発明は、前記従来の問題点を解決するもので、超音波式流量計測ユニットと流路部
を有するガスメータにおいて、安定した流量計測を可能とするガス流量計を提供すること
を課題とする。
【課題を解決するための手段】
【００１０】
　前記従来の課題を解決するために、本発明のガス流量計は、被計測流体を気密に収容す
る装置本体と、前記装置本体への被計測流体の入口パイプと、前記装置本体からの被計測
流体の出口パイプと、前記出口パイプに接続される接続パイプと、流出口側が前記接続パ
イプに接続され、内部を流れる被計測流体の流量を演算する超音波式流量計測ユニットと
、流出口側が前記接続パイプに接続され、前記超音波式流量計測ユニットと流路形状が同
一形状の流路部材とを備え、前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材とを流入口側
で連結する支持部材を設け、前記支持部材を前記装置本体によって支持したことを特徴と
するものである。
 
【発明の効果】
【００１１】
　本発明のガス流量計は、超音波式流量計測ユニットと流路部材を連結することにより、
超音波式流量計測ユニットの振動を抑制でき、流量計測精度を向上することができる。
【図面の簡単な説明】
【００１２】
【図１】本発明の本実施の形態１の断面図
【図２】同他の方向の断面図
【図３】同要部拡大断面図
【図４】同支持部材の斜視図
【図５】同要部斜視図
【図６】同分解斜視図
【図７】本実施の形態２の断面図
【図８】同要部拡大断面図
【図９】同支持部材の斜視図
【図１０】同要部斜視図
【図１１】本実施の形態３の断面図
【図１２】同要部拡大断面図
【図１３】図１２におけるＡ－Ａ断面図
【図１４】図１２におけるＢ－Ｂ断面図
【図１５】同要部斜視図
【図１６】同支持部材の斜視図
【図１７】同支持部材と超音波式流量計測ユニットとの接続を説明する斜視図
【図１８】同支持部材と超音波式流量計測ユニットとの接続状態を示す斜視図
【図１９】本実施の形態４の断面図
【図２０】同要部斜視図
【図２１】同要部分解斜視図
【図２２】同支持部材の斜視図
【図２３】他の実施の形態を示す要部斜視図
【図２４】同要部分解斜視図
【図２５】本実施の形態５の断面図
【図２６】同一部を破断した側面図
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【図２７】同要部斜視図
【図２８】同要部分解斜視図
【図２９】同要部拡大斜視図
【図３０】同要部拡大斜視図
【図３１】本発明の実施の形態６の要部斜視図
【図３２】同要部分解斜視図
【図３３】従来例の断面図
【発明を実施するための形態】
【００１３】
　第１の発明は、被計測流体を気密に収容する装置本体と、前記装置本体への被計測流体
の入口パイプと、前記装置本体からの被計測流体の出口パイプと、前記出口パイプに接続
される接続パイプと、流出口側が前記接続パイプに接続され、内部を流れる被計測流体の
流量を演算する超音波式流量計測ユニットと、流出口側が前記接続パイプに接続され、前
記超音波式流量計測ユニットと流路形状が同一形状の流路部材とを備え、前記超音波式流
量計測ユニットと前記流路部材とを流入口側で連結する支持部材を設け、前記支持部材を
前記装置本体によって支持したことを特徴とするものである。
 
【００１４】
　超音波式流量計測ユニットと流路部材を連結することにより、超音波式流量計測ユニッ
トの振動が抑制され、流量計測精度が向上する。
【００１５】
　第２の発明は、第１の発明において、前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材は
、前記接続パイプに対して縦方向に配置したことを特徴とするものである。
【００１６】
　第３の発明は、第１の発明において、前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材は
、前記接続パイプに対して横方向に配置したことを特徴とするものである。
【００１７】
　第４の発明は、第１の発明において、少なくとも１つの前記超音波式流量計測ユニット
と、複数個の前記流路部材を設け、前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材は、前
記接続パイプに対して縦方向と横方向に配置されたことを特徴とするものである。
【００１８】
　第５の発明は、第１の発明において、前記接続パイプの下面に、流入口側を下方に向け
て前記超音波式流量計測ユニットと前記流路部材を接続したことを特徴とするものである
。
【００１９】
　第６の発明は、第１の発明において、前記流路部材として、超音波式流量計測ユニット
を用いることを特徴とするものである。
【００２０】
　第７の発明は、第１から第６のいずれかの発明において、前記装置本体を上ケースと下
ケースで構成し、前記支持部材を前記上ケースと前記下ケースの当接部に形成した保持部
により支持することを特徴とするものである。
【００２１】
　以下、本発明の実施の形態について、図面を参照しながら説明する。なお、本実施の形
態によって発明が限定されるものではない。
【００２２】
　（実施の形態１）
　図１は、本実施の形態１の断面図である。図２は、同他の方向の断面図である。図３は
、同要部拡大断面図である。図４は、同支持部材の斜視図である。図５は、同要部斜視図
である。図６は、同分解斜視図である。
【００２３】
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　ガス流量計の外殻は、装置本体１により構成しており、装置本体１は、金属をプレス加
工して形成した上ケース２と下ケース３から構成している。上ケース２の上面には、入口
パイプ４と、出口パイプ５を配置しており、入口パイプ４は、装置本体１の内部において
遮断弁６を介して開口している。出口パイプ５には、接続パイプ７を接続している。接続
パイプ７には、上下に取付部８を形成しており、上方の取付部８には、超音波式流量計測
ユニット９を接続し、下方の取付部には、上方の超音波式流量計測ユニット９と同一の流
路形状に形成した流路部材１０を接続している。超音波式流量計測ユニット９および流路
部材１０は、固定金具（図示せず）により取付部８に固定している。
【００２４】
　なお、本実施の形態においては、下方の取付部８に装着される流路部材１０として、流
量を計測するための機構を除去した超音波式流量計測ユニットを用いている。
【００２５】
　同一の流路形状を有する超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０を取付部８に接続
することにより、各超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０を流れる流量を略同一に
することができる。よって、複数の取付部８を設けることにより大流量化を図った構成に
おいても、超音波式流量計測ユニット９の計測精度を高精度に維持することができる。
【００２６】
　本実施の形態において、上方の取付部８に超音波式流量計測ユニット９を接続し、下方
の取付部８に流路部材１０を接続しているが、上方の取付部８に流路部材１０を接続し、
下方の取付部８に超音波式流量計測ユニット９を接続してもよい。また、両方の取付部に
流量を計測するための機構を有する超音波式流量計測ユニットを接続し、一方の超音波式
流量計測ユニット９の計測信号を流量計測に用い、他方の超音波式流量計測ユニットを流
量計測に用いずに流路部材１０として用いてもよい。
【００２７】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、接続パイプ７から離間した流入口側位
置を支持部材１１により連結し、一体的に支持する。支持部材１１は、上方に位置する超
音波式流量計測ユニット９を支持する上部支持部材１２と、下方に位置する流路部材１０
を支持する下部支持部材１３とから構成している。
【００２８】
　上部支持部材１２は、中央部分上面に超音波式流量計測ユニット９を固定する固定部１
４を設け、固定部１４には、超音波式流量計測ユニット９の下部外側面に形成した係止突
起１５を係止する係止爪１６を形成している。また、上部支持部材１２は、両側に外方に
向かって支持腕１７を延設している。支持腕１７は、上ケース２と下ケース３の当接部分
に形成した保持部１８により、位置決め保持される。保持部１８は、支持腕１７に対応す
る位置にのみ形成し、支持腕１７を安定に保持するよう構成している。
【００２９】
　下部支持部材１３は、中央部分上面に流路部材１０を固定する固定部１９を設けた略Ｕ
字状に形成しており、固定部１９には、流路部材１０下部側面に形成した係止突起２０を
係止する係止爪２１を形成している。下部支持部材１３の両端上部には、上部支持部材１
２の支持腕１７に形成した係合孔２２に係合する係合爪２３を形成している。
【００３０】
　次に、上記のように構成されたガス流量計について作用を説明する。
【００３１】
　図１から図６に示すように、超音波式流量計測ユニット９は、下部外側面の係止突起１
５を上部支持部材１２の固定部１４の係止爪１６に係止して上部支持部材１２に固定する
。また、流路部材１０は、係止突起２０を下部支持部材１３の固定部１９の係止爪２１に
係止して下部支持部材１３に固定する。そして、下部支持部材１３の係合爪２３を上部支
持部材１２の支持腕１７の係合孔２２に係合する。
【００３２】
　この状態で、超音波式流量計測ユニット９の流出口側と流路部材１０の流出口側を接続
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パイプ７の取付部８に接続し、固定金具（図示せず）により固定する。なお、超音波式流
量計測ユニット９および流路部材１０と取付部８との固定は、係合爪等による固定として
もよい。この構成とすることにより、固定金具を廃止することができ、組立作業性を向上
でき、安価に構成することができる。
【００３３】
　この状態では、接続パイプ７、超音波式流量計測ユニット９、流路部材１０、支持部材
１１は一体化された状態となる。よって、一つのユニットとして取り扱うことができ、取
り扱い性を向上でき、装置本体１への組立作業性を向上できる。
【００３４】
　ユニット化した接続パイプ７、超音波式流量計測ユニット９、流路部材１０等を装置本
体１に組み込む際には、上ケース２を反転させる。そして、上ケース２に固定された出口
パイプ５に接続パイプ７を接続し、支持部材１１の支持腕１７を上ケース２の保持部１８
に仮保持し、下ケース３を被せて上ケース２と下ケース３の周縁を気密に封止する。
【００３５】
　これにより、本実施の形態のガス流量計は、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１
０は、流出口側が接続パイプ７に固定され、流入口側が支持部材１１により装置本体１の
保持部１８に支持される。よって、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、安定
に支持できる。これにより、超音波式流量計測ユニット９の揺動を抑制し、安定した計測
を行うことができる。
【００３６】
　また、輸送時等に振動が生じても、超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０の
大きな揺動が抑制できる。よって、出口パイプ５と上ケース２との接続部分における変形
等を抑制でき、出口パイプ５と上ケース２との接続部分のシール性が損なわれるのを抑制
できる。
【００３７】
　なお、上記説明においては、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０とを支持部材
１１に支持した状態で、接続パイプ７に接続している。他の構成として、超音波式流量計
測ユニット９と流路部材１０とを接続パイプ７に接続した後に、支持部材１１に支持する
ようにしてもよい。
【００３８】
　（実施の形態２）
　以下に、本発明の実施の形態２を図７から図１０に基づいて説明する。なお、実施の形
態１と同一部品は同一符号を付して説明を省略する。
【００３９】
　図７は、本実施の形態２の断面図である。図８は、同要部拡大断面図である。図９は、
同支持部材の斜視図である。図１０は、同要部斜視図である。
【００４０】
　本実施の形態２において、接続パイプ２４は、平面形状を凸字状に形成し、取付部２５
を左右に形成している。支持部材２６は、中央部分に固定部２７を形成し、固定部２７に
超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０の係止突起１５、２０に係止する係止爪
２８を左右に一対形成している。また。支持部材２６は、固定部２７の両側から外側に向
かって支持腕２９を延設している。支持部材２６は、固定部２７の係止爪２８に対応する
位置から下方に向かって支持脚３０を延設している。
【００４１】
　上記構成において、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、係止突起１５、２
０を支持部材２６の固定部２７の係止爪２８に係止して支持部材２６に固定する。そして
、超音波式流量計測ユニット９の流出口側と流路部材１０の流出口側を接続パイプ２４の
取付部２５に接続し、固定金具（図示せず）により固定する。他の構成として、超音波式
流量計測ユニット９および流路部材１０と取付部２５との固定は、係合爪等による固定と
してもよい。この構成とすることにより、固定金具を廃止することができ、組立作業性を
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向上することができ、安価に構成することができる。
【００４２】
　この状態では、接続パイプ２４、超音波式流量計測ユニット９、流路部材１０、支持部
材２６は一体化された状態となり、一つのユニットとして取り扱うことができ、取り扱い
性を向上でき、装置本体１への組立作業性を向上できる。
【００４３】
　ユニット化した接続パイプ２４、超音波式流量計測ユニット９、流路部材１０等を装置
本体１に組み込む際には、上ケース２を反転させる。そして、上ケース２に固定された出
口パイプ５に接続パイプ２４を接続し、支持部材２６の支持腕２９を上ケース２の保持部
１８に仮保持する。さらに、下ケース３を被せて上ケース２と下ケース３の周縁を気密に
封止する。
【００４４】
　なお、上記説明においては、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０とを支持部材
２６に支持した状態で、接続パイプ２４に接続している。他の構成として、超音波式流量
計測ユニット９と流路部材１０とを接続パイプ２４に接続した後に、支持部材２６に支持
するようにしてもよい。
【００４５】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、流出口側を接続パイプ２４に接続し、
流入口側を支持腕２９により装置本体１に保持する。さらに、支持脚３０を下ケース３内
面に当接させる。よって、超音波式流量計測ユニット９は、安定に支持できるので、揺動
を抑制でき、安定した計測を行うことができる。
【００４６】
　輸送時等に振動が生じても、超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０は、揺動
が抑制できる。よって、出口パイプ５と上ケース２との接続部分に対する変形等を抑制で
きる。これにより、出口パイプ５と上ケース２との接続部分のシール性が損なわれるのを
抑制できる。
【００４７】
　（実施の形態３）
　以下に、本発明の実施の形態３を図１１から図１８に基づいて説明する。なお、実施の
形態１または実施の形態２と同一部品は同一符号を付して説明を省略する。
【００４８】
　図１１は、本実施の形態３の断面図である。図１２は、同要部断面図である。図１３は
、図１２におけるＡ－Ａ断面図である。図１４は、図１２におけるＢ－Ｂ断面図である。
図１５は、同要部斜視図である。図１６は、同支持部材の斜視図である。図１７は、同支
持部材と超音波式流量計測ユニットとの接続を説明する斜視図である。図１８は、同支持
部材と超音波式流量計測ユニットとの接続状態を示す斜視図である。
【００４９】
　本発明の実施の形態３において、接続パイプ３１は、実施の形態２と同様に、凸字状に
形成し、左右に超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０とを接続する取付部３２を形
成している。また、支持部材３３は、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０を支持
し、接続パイプ３１に固定している。
【００５０】
　支持部材３３は、接続パイプ２４下面に固定される基部３４と、基部３４から延設した
一対の保持部３５を備えている。保持部３５は、それぞれ超音波式流量計測ユニット９と
流路部材１０を支持する。基部３４は、基部３４の上面の四隅に位置決め用の突起３６を
形成している。支持部材３３は、基部３４の突起３６を接続パイプ３１下面に形成した位
置決め穴（図示せず）に挿入し、位置決めした状態で接着固定する。保持部３５は、遊端
側に超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０の両側面を位置決めする立上り片３７を
形成するとともに、一端側に大径の丸孔形状を有する長孔形状、所謂、鍵穴形状の取付孔
３８を形成している。
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【００５１】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０の下面には、取付孔３８に固定する固定部
３９を突出形成している。固定部３９は、取付孔３８の長孔部分３８ａより大径で、丸孔
部分３８ｂより小径の頭部３９ａと、取付孔３８の長孔部分３８ａより小径の脚部３９ｂ
とから構成している。
【００５２】
　上記構成において、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、図１７に示すよう
に、両側面を支持部材３３の保持部３５の立上り片３７により位置決めして、固定部３９
の頭部３９ａを取付孔３８の丸孔部分３８ｂに挿入する。そして、図１８に示すように、
超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０を、固定部３９の脚部３９ｂが取付孔３
８の長孔部分３８ａに位置するように摺動して支持部材３３に固定する。この状態では、
超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０は、連結され、支持部材３３により一体
化した状態となり、取り扱い性を向上できる。
【００５３】
　そして、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０の流出口側を接続パイプ３１の取
付部３２に接続して、支持部材３３の基部３４を接続パイプ３１下面に固定する。
【００５４】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、支持部材３３により連結して一体化で
きるので、超音波式流量計測ユニット９の振動が抑制でき、流量計測精度を向上すること
ができる。また、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０の振動が抑制できるので、
出口パイプ５に伝達される振動が抑制できる。よって、出口パイプ５と上ケース２との接
続部分への振動の伝達が軽減でき、出口パイプ５と上ケース２との接続部分のシール性が
損なわれるのを抑制できる。
【００５５】
　（実施の形態４）
　以下に、本発明の第４実施の形態を図１９から図２２に基づいて説明する。上記実施の
形態１から３と同一部品は、同一符号を付して説明を省略する。
【００５６】
　図１９は、本実施の形態４の断面図である。図２０は、同要部斜視図である。図２１は
、同要部分解斜視図である。図２２は、同支持部材の斜視図である。
【００５７】
　本実施の形態４において、接続パイプ４０は、同形状の取付部４１を上下に２個、左右
に２個、合計４個形成している。いずれか１つの取付部４１には、超音波式流量計測ユニ
ット９を接続し、残りの取付部４１には、流路部材１０を接続している。本実施の形態４
では、超音波式流量計測ユニット９を図１９中、右上の取付部４１に接続しているが、他
の取付部４１に接続してもよい。
【００５８】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、接続パイプ４０から離間した流入口側
位置を支持部材４２により一体的に支持している。支持部材４２は、上方に位置する超音
波式流量計測ユニット９と流路部材１０とを支持する上部支持部材４３と、下方に位置す
る２つの流路部材１０を支持する下部支持部材４４とから構成している。
【００５９】
　上部支持部材４３は、中央部分上面に超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０を固
定する固定部４５を左右に一対設けている。固定部４５には、超音波式流量計測ユニット
９と流路部材１０の下部外側面に形成した係止突起１５、２０を係止する係止爪４６を形
成している。また、上部支持部材４３は、両側に外方に向かって支持腕４７を延設してい
る。支持腕４７は、上ケース２と下ケース３の当接部分に形成した保持部１８に位置決め
保持する。保持部１８は、支持腕４７に対応した位置にのみ形成し、支持腕４７を安定し
て保持するよう構成している。
【００６０】
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　下部支持部材４４は、中央部分上面に２つの流路部材１０を固定する固定部４８を左右
に一対設けた略Ｕ字状に形成している。固定部４８は、流路部材１０の下部側面に形成し
た係止突起２０を係止する係止爪４９を形成している。下部支持部材４４は、両端上部に
係合爪５１を形成している。係合爪５１は、上部支持部材４３の支持腕４７に形成した係
合孔５０に係合する。下部支持部材４４は、固定部４８の係止爪４９に対応する位置から
下方に向かって支持脚５２を延設している。
【００６１】
　上記構成において、上部支持部材４３の一方の固定部４５に、超音波式流量計測ユニッ
ト９の係止突起１５を係止爪４６に係止して超音波式流量計測ユニット９を固定する。ま
た、上部支持部材４３の他方の固定部４５に、流路部材１０の係止突起２０を係止爪４６
に係止して流路部材１０を固定する。下部支持部材４４の二つの固定部４８に、流路部材
１０の係止突起２０を係止爪４９に係止して一対の流路部材１０を固定する。そして、下
部支持部材４４の係合爪５１を上部支持部材４３の支持腕４７の係合孔５０に係合する。
【００６２】
　この状態で、超音波式流量計測ユニット９の流出口側と流路部材１０の流出口側を接続
パイプ４０の取付部４１に接続し、固定金具（図示せず）により固定する。他の構成とし
て、超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０と取付部４１との固定は、係合爪等
による固定としてもよい。この構成とすることにより、固定金具を廃止することができ、
組立作業性を向上することができ、安価に構成することができる。
【００６３】
　この状態では、接続パイプ４０、超音波式流量計測ユニット９、流路部材１０および支
持部材４２は一体化された状態となり、一つのユニットとして取り扱うことができ、取り
扱い性を向上でき、装置本体１への組立作業性を向上できる。
【００６４】
　ユニット化した接続パイプ４０、超音波式流量計測ユニット９、流路部材１０等を装置
本体１に組み込む際には、上ケース２を反転させる。そして、上ケース２に固定された出
口パイプ５に接続パイプ４０を接続し、支持部材４２の支持腕４７を上ケース２の保持部
１８に仮保持し、下ケース３を被せて上ケース２と下ケース３の周縁を気密に封止する。
【００６５】
　なお、上記説明においては、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０とを支持部材
４２に支持した状態で、接続パイプ４０に接続した。他の構成として、超音波式流量計測
ユニット９と流路部材１０とを接続パイプ４０に接続した後に、支持部材４２に支持する
ようにしてもよい。
【００６６】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、流出口側を接続パイプ４０に接続し、
流入口側を支持腕４７により装置本体１に保持し、さらに、支持脚５２を下ケース３内面
に当接している。これにより、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、安定に支
持でき、超音波式流量計測ユニット９の揺動を抑制できるので、安定した流量計測を行う
ことができる。
【００６７】
　輸送時等に大きな振動が生じても、超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０の
揺動を抑制できる。よって、出口パイプ５と上ケース２との接続部分に対する振動の伝達
を抑制でき、出口パイプ５と上ケース２との接続部分のシール性が損なわれるのを抑制で
きる。
【００６８】
　なお、本実施の形態４において、接続パイプ４０は、逆Ｕ字形状に一体形成している。
他の構成として、図２３および図２４に示すように、接続パイプ５３は、出口パイプ５に
接続する連結部５４と、上下に一対の接続部５５を形成した一対の接続筒５６とから構成
し、連結部５４に接続筒５６を固定金具５７により固定する構成としてもよい。
【００６９】
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　（実施の形態５）
　次に、本発明の実施の形態５を図２５から図３０に基づいて以下に説明する。なお、実
施の形態１～４と同一部品は同一符号を付して説明を省略する。
【００７０】
　図２５は、本実施の形態５の断面図である。図２６は、同一部を破断した側面図である
。図２７は、同要部斜視図である。図２８は、同要部分解斜視図である。図２９は、同要
部拡大斜視図である。図３０は、同要部拡大斜視図である。
【００７１】
　本実施の形態５は、実施の形態４と同様に、接続パイプ４０に、１つの超音波式流量計
測ユニット９ａと、３つの流路部材１０ａを装着している。なお、流路部材１０ａは、超
音波式流量計測ユニットを用い、流量計測機能を除去、或いは、流量計測に用いないよう
にすることにより、超音波式流量計測ユニット９ａと同一形状の流路を有している。
【００７２】
　超音波式流量計測ユニット９ａおよび流路部材１０ａは、下面から下方に向かって先端
に係合爪５８を有する支持脚５９を形成し、上面に係合爪５８が係合する係合穴６０を形
成している。
【００７３】
　超音波式流量計測ユニット９ａおよび流路部材１０ａは、一方の側面から第１係止部６
１を側方に向かって突出形成している。第１係止部６１は、第１係止片６２と第２係止片
６３を有しており、第１係止片６２と第２係止片６３との間には、第１係止溝６４を形成
している。第１係止片６２は、上面側を窪ませた形状に形成し、第２係止片６３側に第１
立上り片６５を形成し、第１係止孔６６を形成している。第２係止片６３は、下面側を窪
ませた形状に形成し、下面に係止突起（図示せず）を形成している。
【００７４】
　超音波式流量計測ユニット９ａおよび流路部材１０ａは、他方の側面から第２係止部６
７を側方に向かって突出形成している。第２係止部６７は、第３係止片６８と第４係止片
６９を有しており、第３係止片６８と第４係止片６９との間には、第２係止溝７０を形成
している。第３係止片６８は、第２係止片６３と同様に、下面側を窪ませた形状に形成し
、下面に係止突起（図示せず）を形成している。第４係止片６９は、第１係止片６２と同
様に、上面側を窪ませた形状に形成し、第３係止片６８側に第２立上り片７１を形成し、
第２係止孔７２を形成している。
【００７５】
　上記構成において、超音波式流量計測ユニット９ａおよび流路部材１０ａは、支持脚５
９の係合爪５８を係合穴６０に係合して上下に位置する超音波式流量計測ユニット９ａと
流路部材１０ａ、また、上下に位置する流路部材１０ａを固定する。
【００７６】
　左右に位置する超音波式流量計測ユニット９ａと流路部材１０ａ、また、左右に位置す
る流路部材１０ａは、第１係止部６１と第２係止部６７とを係合して固定する。即ち、第
１立上り片６５を第２係止溝７０に挿入するとともに、第２立上り片７１を第１係止溝６
４に挿入する。そして、第１係止部６１と第２係止部６７を合わせると、第１係止片６２
の第１係止孔６６に第３係止片６８の係止突起が係合し、第４係止片の第２係止孔７２に
第２係止片６３の係止突起が係合する。
【００７７】
　以上により、超音波式流量計測ユニット９ａおよび流路部材１０ａは、連結され、一体
化された状態となり、取り扱い性を向上できる。
【００７８】
　超音波式流量計測ユニット９ａと流路部材１０ａは、一体化されるので、超音波式流量
計測ユニット９ａの振動が抑制され、流量計測精度を向上することができる。また、超音
波式流量計測ユニット９ａと流路部材１０ａの振動が抑制できるので、出口パイプ５に伝
達される振動を抑制できる。よって、出口パイプ５と上ケース２との接続部分への振動の
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伝達を軽減でき、出口パイプ５と上ケース２との接続部分のシール性が損なわれるのを抑
制できる。
【００７９】
　（実施の形態６）
　以下に、本発明の実施の形態６を図３１および図３２に基づいて説明する。なお、実施
の形態１～５と同一部品は同一符号を付して説明を省略する。
【００８０】
　図３１は、同要部斜視図である。図３２は、同要部分解斜視図である。
【００８１】
　接続パイプ７３は、下面に一対の取付部７４を形成しており、右側の取付部７４に超音
波式流量計測ユニット９の流出口を接続し、左側の取付部７４に流路部材１０の流出口を
接続し、固定金具７５により固定している。超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０
は、流入口側を下方に向けて、接続パイプ７３の下方に略鉛直に配設している。超音波式
流量計測ユニット９と流路部材１０は、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０側面
に装着した支持部材７６により連結している。支持部材７６は、超音波式流量計測ユニッ
ト９側面に配設される回路基板（図示せず）を被覆している。
【００８２】
　超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、支持部材７６により連結して一体化し
、ユニットとして取り扱うことができ、作業性を向上できる。
【００８３】
　本実施の形態においては、超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０は、出口パイプ
５の下方位置に流入口側を下方に向けて略鉛直方向に配置している。この構成により、超
音波式流量計測ユニット９と流路部材１０が接続パイプ７３に対する回転方向へのモーメ
ントを生じさせず、超音波式流量計測ユニット９の振動が抑制でき、安定した流量計測を
行うことができる。また、接続パイプ７３に接続した状態の超音波式流量計測ユニット９
を流路部材１０と一体化できるので、超音波式流量計測ユニット９の揺動を一層抑制する
ことができる。さらに、出口パイプ５と上ケース２との接続部分に加わる応力を従来に比
較して小さくでき、出口パイプ５と上ケース２との接続部分の破損を抑制することができ
る。
【００８４】
　なお、本実施の形態においては、左側の取付部７４に装着される流路部材１０として、
流量を計測するための機構を除去した超音波式流量計測ユニットを用いている。
【００８５】
　同一の流路形状を有する超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０を取付部７４に接
続することにより、各超音波式流量計測ユニット９と流路部材１０を流れる流量を略同一
にすることができる。よって、複数の取付部７４を設けることにより大流量化を図った構
成においても、超音波式流量計測ユニット９の計測精度を高精度に維持することができる
。
【００８６】
　本実施の形態において、右側の取付部７４に超音波式流量計測ユニット９を接続し、左
側の取付部７４に流路部材１０を接続しているが、右側の取付部７４に流路部材１０を接
続し、左側の取付部７４に超音波式流量計測ユニット９を接続してもよい。また、両方の
取付部７４に流量を計測するための機構を有する超音波式流量計測ユニットを接続し、一
方の超音波式流量計測ユニット９の計測信号を流量計測に用い、他方の超音波式流量計測
ユニットを流量計測に用いずに流路部材１０として用いてもよい。
【００８７】
　また、輸送時等に振動が生じても、超音波式流量計測ユニット９および流路部材１０の
大きな揺動が抑制できる。よって、出口パイプ５と上ケース２との接続部分における変形
等を抑制でき、出口パイプ５と上ケース２との接続部分のシール性が損なわれるのを抑制
できる。
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【産業上の利用可能性】
【００８８】
　以上のように、本発明にかかるガス流量計は、超音波式流量計測ユニットを流路部材と
連結して固定することで、超音波式流量計測ユニットの振動を含めた移動を抑制すること
が可能となるので、流量計測精度が高いガス流量計を提供することが可能である。
【符号の説明】
【００８９】
　　１　装置本体
　　２　上ケース
　　３　下ケース
　　４　入口パイプ
　　５　出口パイプ
　　６　遮断弁
　　７　接続パイプ
　　８　取付部
　　９　超音波式流量計測ユニット
　　９ａ　超音波式流量計測ユニット
　　１０　流路部材
　　１０ａ　流路部材
　　１１　支持部材
　　１２　上部支持部材
　　１３　下部支持部材
　　２４　接続パイプ
　　２５　取付部
　　２６　支持部材
　　３１　接続パイプ
　　３２　取付部
　　３３　支持部材
　　４０　接続パイプ
　　４１　取付部
　　４２　支持部材
　　４３　上部支持部材
　　４４　下部支持部材
　　５３　接続パイプ
　　５４　連結部
　　５５　接続部
　　７３　接続パイプ
　　７４　取付部
　　７６　支持部材
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